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国立大学法人埼玉大学の中期目標

（前文）

大学の基本的な目標

○ 埼玉大学は、教育と研究を両輪とする個性的な総合大学の構築を通じて、普遍的な知を

創造するとともに、時代の要請に応えうる有為な人材を育成することにより、社会に貢献

していくことを目指す。

とりわけ、総合大学としての利点を活かし、専門性を軸に幅広い教養を備えた市民とし

ての職業人の育成に努めるとともに、世界水準の研究の推進を目指して、大学として重点

課題を設定し、地球規模での人類的課題や地域社会が抱える現実的課題に応える研究を積

極的に推進する。

また、「社会に開かれた大学」を目指し、政令指定都市に立地する首都圏大学としての利

点を活かし、社会人のブラッシュアップ教育・生涯学習ニーズに積極的に応えていくとと

もに、大学に蓄積された知的財産を産学官交流・地域社会との連携を通じて社会への還元

に努める。

さらに、国際化時代に即応しうる「世界に開かれた大学」を目指し、首都圏大学として

の利点を活かして留学生の受け入れを進めるとともに、大学間交流協定を活用し研究の国

際交流を推進する。

Ⅰ 中期目標の期間及び教育研究上の基本組織

１ 中期目標の期間

平成１６年度 ～ 平成２１年度

２ 教育研究上の基本組織

この中期目標を達成するため、別表に記載する学部、研究科を置く。

Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標

１ 教育に関する目標

（１）教育の成果に関する目標

【学士課程】

○ 大学全体としては、各学部での充実した専門教育を前提とした上で、次の三点を基本

的な教育目標とする。

① 大学の専門教育を効果的に修得するために、自ら学ぶ楽しさを自覚させ、併せて基

本的な知識・スキルを身につけさせる。

② それぞれの専門分野における基礎的な知識・能力を身につけさせる。

③ 専門分野以外の他の学問体系についての広い関心を持たせ、２１世紀社会が求める

教養を身につけさせる。

【大学院課程】

（前期（修士）課程）

○ 大学全体としては、次の三点を基本的な目標とする。

① それぞれの専門分野における高度な専門知識・能力を身につけさせる。

② それぞれの専門分野における研究の基礎的能力を養うとともに、研究成果の発信能

力を身につけさせる。

③ 専門分野以外の他の学問についての知識を深め、学際的視野を身につけさせる。
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（後期（博士）課程）

○ 大学全体としては、次の三点を基本的な目標とする。

① 常に最先端の専門知識をフォローできる能力を身につけさせる。

② それぞれの専門分野における高度な研究能力を培い、独創性のある研究成果をあげ

る能力を身につけさせる。

③ 研究成果を広く応用できる幅広い視野を身につけさせる。

（２）教育内容等に関する目標

（アドミッション・ポリシーに関する基本方針）

○ 学部・研究科と連携しつつ、全学的なアドミッション・ポリシーを確立し、その推進

を図る。

○ 大学全体の基本理念、各学部・研究科の理念・目標を広く社会に周知し、それを十分

に理解した志願者を募る。

○ 多様なライフステージ、社会背景の社会人学生を積極的に広く受け入れる。

○ 国際教育を実践するために、外国人留学生を積極的に広く受け入れる。

○ 大学の理念・目標に合致するような選抜方法を工夫し、意欲があり優秀な学生を入学

させる。

○ 多様な受験機会を提供し、多様な基準による選抜の工夫を図るとともに、社会の要請

に応えて、入学定員のあり方、選抜のあり方などを不断に検討し、見直し・改善を図る。

（教育課程）

○ 学士課程と大学院課程の役割を明確にし、さらに博士前期（修士）課程と博士後期（博

士）課程の役割をはっきりさせ、それぞれの目的に応じた課程編成を行うとともに、必

要に応じて、一貫性のある課程編成も工夫する。

○ 学士課程は、すべて専門課程とし、全学的視点に立って編成する教養教育を専門課程

と密接に関連させた形で実施する。

○ 学士課程においては、専門性に根ざした基礎的教育を主眼として、各学部が責任を持

って課程編成を行う。

○ 転学部・編入学や早期入学・修了を認めることにより、教育課程に柔軟性を与える。

○ 各学部・研究科が、理念や目標に沿った体系性のあるカリキュラムの編成を行う。

（教育方法に関する基本方針）

○ それぞれの専門分野における研究の進展を踏まえ、展開可能性を持った質の高い教育

を行う。

○ 学生の立場に立った教育という観点から、シラバスの充実を図り、学生による授業評

価を実施して、教育方法の改善に資する。

（成績評価に関する基本方針）

○ 教育の質を客観的に保証する観点から、基準を定めた厳格な成績評価を行う。

（３）教育の実施体制等に関する目標

（教職員の配置に関する基本方針）

○ 大学の基本理念に即し、時代の要請に柔軟に対応したカリキュラム編成を行い、それ

に応じた教職員の配置を行う。

（教育環境の整備に関する基本方針）

○ 教育環境の整備を優先的に実施する。特に、情報に関する先端的技術を積極的に導入

し、新しい教育環境の構築を図る。
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（教育の質の改善のためのシステムに関する基本方針）

○ 各教員の教育面における貢献を重視し、適切な教育評価を行うシステムを構築する。

○ 教育の質について、不断に点検・評価を行い、改善に努める。

（４）学生への支援に関する目標

（学生の学習支援に関する基本方針）

○ 質の高い教育に力点を置き、授業時間以外での指導、学習支援を制度として実施する。

（学生の生活支援等に関する基本方針）

○ 生活相談・就職支援等の充実を図る。

○ 各学部・研究科が教育理念、目標に即して、具体的できめ細かな学生支援を行う。

２ 研究に関する目標

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標

(目指すべき研究の水準）

○ 世界水準の研究の推進を目指し、大学として重点領域を定め、研究拠点の育成を図る。

（成果の社会への還元等に関する基本方針）

○ 産学官交流を通じて研究面における社会との連携を積極的に推進し、社会の現実的課

題の解決に積極的に貢献する。

（２）研究実施体制等の整備に関する目標

（研究者の配置に関する基本方針）

○ 大学として取り組むべき重点課題を適切に選択し、研究者、研究室、研究費等資源の

重点的配置・配分を行う。

○ 若手研究者による萌芽研究、基礎研究などを重点的に奨励し、積極的な支援を行うた

めのシステムを構築する。

（研究環境の整備に関する基本方針）

○ 研究環境の重点的整備を行う。

（研究の質の向上システム等に関する基本方針）

○ 社会との連携にかかわる研究を重点的に推進し、学外との共同研究を積極的に推進す

る。

○ 大学における知的財産を積極的に顕在化させ、有効活用を図る。

３ その他の目標

（１）社会との連携、国際交流等に関する目標

（教育研究における社会との連携・協力に関する基本方針）

○ 積極的に社会と連携することにより、教育研究の成果を社会に還元することを目標に

する。とくに、社会人のブラッシュアップ教育・生涯学習のニーズの高まりに応える社

会サービスを実施する。

○ 地域との連携によって学生が育つ多様なプログラムを実施する。

○ 産学官の連携を積極的に推進し、研究成果の社会還元を通じて地域社会の活性化を図

る。

（国際交流・協力等に関する基本方針）

○ 海外協定校を中心とした学生交流・研究連携を推進する。
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○ 外国人留学生を積極的に受け入れ、異文化交流を実践する。

○ 大学院において外国人留学生や外国人研究者を積極的に受け入れ、研究上の国際交流

を推進する。

（２）附属学校園に関する目標

(教育活動の基本方針）

○ 教育学部との有機的な連携を強化する。

（学校運営の改善の方向性）

○ 時代の要請に沿った新しい附属学校園のあり方を検討する。

Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する目標

１ 運営体制の改善に関する目標

（効果的な組織運営に関する基本方針）

○ 学長のリーダーシップの下、効率的な大学運営を行う。

○ 学部長等を中心とした効率的な学部等の運営を行う。

○ 必要に応じて事務職員の専門化を図り、教員と事務職員が一体となった大学運営体制

を構築する。

（戦略的な学内資源配分の実現等に関する基本方針）

○ 大学の基本方針の下、学内資源の配分方法を弾力化し重点課題に集中的な資源投下を

行う。

２ 教育研究組織の見直しに関する目標

（教育研究組織の柔軟かつ機動的な編成・見直し等に関する基本方針）

○ 時代や社会の要請に応えて、教育研究組織を不断に見直す。

○ 研究能力のパワーアップを図るために、教育組織と研究組織の分離を進め、柔軟な構

造に設計する。

３ 人事の適正化に関する目標

（戦略的・効果的な人的資源の活用に関する基本方針）

○ 公正かつ適切な評価システムを導入し、業績や貢献度が正当に反映される人事システ

ムを構築する。

（非公務員型を生かした柔軟かつ多様な人事システムの構築等に関する基本方針）

○ 人事選考に当たっては、優れた人材、適切な人材の確保に努めるとともに、大学の基

本方針に基づいて、研修制度を整備し、人材養成に努める。

○ 年齢構成、男女比率等に適切な配慮を行う。

４ 事務等の効率化・合理化に関する目標

（事務処理の効率化・合理化や事務組織の機能・編成の見直し等に関する基本方針）

○ 事務等の効率化を図るため、組織再編と事務一元化を推進する。

○ 事務の電子化を推進する。

○ 教員と職員による一体的運営を推進するとともに、職員の専門性を高める。

○ 可能な限り業務の外部委託による合理化を図る。

Ⅳ 財務内容の改善に関する目標
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１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

○ 外部研究資金等の増加に積極的に取り組む。

○ 収入事業のあり方について積極的に検討する。

２ 経費の抑制に関する目標

○ 管理的経費の抑制を図る。

○ 「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）において示された総人件費改革の実

行計画を踏まえ、人件費削減の取組を行う

３ 資産の運用管理の改善に関する目標

○ 資産の有効活用と管理運用の効率化を図る。

Ⅴ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標

１ 評価の充実に関する目標

○ 研究・教育・業務運営に関する恒常的な評価組織を設置する。

○ 統一的な点検・評価項目を定め、定期的に評価を実施するとともに、その結果を公表

する。

２ 情報公開等の推進に関する目標

○ 学内における情報の一元的管理を行う。

○ 大学の広報機能を強化する。

Ⅵ その他業務運営に関する重要目標

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標

（良好なキャンパス環境を形成するための基本方針）

○ 施設設備の整備計画を策定し、効果的整備を促進するとともに、施設設備の有効利用

を推進する。

２ 安全管理に関する目標

○ 労働安全衛生法に基づいた安全管理体制を構築し、事故防止等を図る。
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別表（学部の学科、研究科の専攻等）
平成１６年度

学部・研究科 学科・専攻等、及び収容定員

教養学部 教養学科 ７００人

教育学部 学校教育教員養成課程 １，６４０人

（うち教員養成に係る定員 １，６４０人）

生涯学習課程 １７０人

人間発達科学課程 １２０人

経済学部 経済学科（昼） ４０８人

（夜） ８０人

経営学科（昼） ４０８人

（夜） ８０人

社会環境設計学科（昼） ３２４人

（夜） ４０人

理学部 数学科 １６０人

物理学科 １６０人

基礎化学科 ２００人

分子生物学科 １６０人

生体制御学科 １６０人

工学部 機械工学科 ４００人

電気電子システム工学科 ３２０人

情報システム工学科 ２４０人

応用化学科 ２８０人

機能材料工学科 ２００人

建設工学科 ３３０人

文化科学研究科 文化構造研究専攻 ２６人

（うち修士課程 ２６人）

日本・アジア研究専攻 ２０人

（うち修士課程 ２０人）

文化環境研究専攻 １８人

（うち修士課程 １８人）

日本・アジア文化研究専攻 ８人

（うち博士後期課程 ８人）

教育学研究科 学校教育専攻 ３４人

（うち修士課程 ３４人）

障害児教育専攻 ６人

（うち修士課程 ６人）

教科教育専攻 ８０人

（うち修士課程 ８０人）
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経済科学研究科 経済科学専攻 ７８人

うち博士前期課程 ６０人

博士後期課程 １８人

理工学研究科 数学専攻 ２８人

（うち博士前期課程 ２８人）

物理学専攻 ２８人

（うち博士前期課程 ２８人）

基礎化学専攻 ３２人

（うち博士前期課程 ３２人）

分子生物学専攻 ２４人

（うち博士前期課程 ２４人）

生体制御学専攻 ２４人

（うち博士前期課程 ２４人）

機械工学専攻 ８０人

（うち博士前期課程 ８０人）

電気電子システム工学専攻 ４８人

（うち博士前期課程 ４８人）

情報システム工学専攻 ５６人

（うち博士前期課程 ５６人）

応用化学専攻 ４２人

（うち博士前期課程 ４２人）

機能材料工学専攻 ３０人

（うち博士前期課程 ３０人）

建設工学専攻 ６２人

（うち博士前期課程 ６２人）

環境制御工学専攻 ５２人

（うち博士前期課程 ５２人）

物質科学専攻 ２７人

（うち博士後期課程 ２７人）

生産科学専攻 ２７人

（うち博士後期課程 ２７人）

生物環境科学専攻 ３０人

（うち博士後期課程 ３０人）

情報数理科学専攻 ２４人

（うち博士後期課程 ２４人）

環境制御工学専攻 ３３人

（うち博士後期課程 ３３人）

特殊教育特別専攻科 情緒障害教育専攻 １５人

教育学部附属小学校 ７２０人

学級数 ３

教育学部附属中学校 ５２５人 （うち帰国子女受入れ ４５人）

学級数 ４
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教育学部附属養護学校 ６０人

小学部・中学部・高等部

教育学部附属幼稚園 ９０人

学級数 １


